
相続したが、どうすればいい？ 売却など処分について知りたい 空き家バンクってどういう仕組み？

13 : 3 0 ～ 16 : 3 0
人吉市役所３階会議室

( 西間下町７－１)

事前予約制
相談無料

将来のことで、お困りのことはありませんか？
空き家や不動産に関するお悩みを、無料で相談できます。

空き家をお持ちの方、自宅や実家が空き家になる見込みの方へ

申込方法　裏面の申込書を FAXまたは電子メールで送付してください。
　　　　　電話でも受け付けます。
定　　員　６組程度（原則事前予約制）
相談時間　１組当たり30分以内

人吉市、熊本県宅地建物取引業協会人吉支部、熊本県司法書士会人吉支部
人吉市役所地域コミュニティ課　☎０９６６－２２－２１１１（内線１０６２）

受付時間：月曜日～金曜日　午前８時30分～午後５時 15分 詳しくはこちら

空き家
不動産の
相談会

人吉市
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人吉市空き家 不動産の相談会 申込書 
（令和７年６月３０日 開催） 

 

 

 

下記に必要事項を明記の上、0966-24-5005 まで FAX にてお送りください 

（ふりがな） 

お名前 

※複数名にて参加される場合、代表の方のお名前をご記入ください。 参加人数 

      名 

ご住所 
〒    －  

 

電話番号 
自宅電話  
 

（          ）       － 

携帯電話 
 

（          ）       － 

E-mail（任意）  

ご希望の 

相談時間 

希望される相談時間をご記入ください。 

第一希望（     ）、 第二希望（      ）、 第三希望（      ） 

 

➀13：30~14：00    ②14：00~14：30    ③14：30~15：00 

④15：00~15：30    ⑤15：30~16：00    ⑥16：00~16：30 
 

※時間が前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください 

空き家の所在地  

相談内容 

ご相談の内容で、該当するものを〇で囲んでください。 

➀売買・賃貸     ②空き家バンク     ③除却（解体） 

④管理         ⑤活用          ⑥相続 

⑦その他（                                           ） 
 

 

 

 

 

 

なお、市地域コミュニティ課窓口でもお申込みいただくことができます 

先着順（６組程度）となりますので、お早めにご連絡ください。 なお、個別に継続して相談する場合は、 

別途相談料がかかる場合があります。 

※当日は、固定資産税納税通知や物件の全部事項証明書など建物情報が分かるものをご持参ください。 

※ご提供いただいた個人情報は、相談会実施に際し必要な範囲で使用します。 

方法 1:FAX による申込み 

お申込みいただいた後、市職員が内容確認のため 

0966-22-2111 より連絡いたしますので、 

必ずご対応ください。 

方法 2:電話による申込み

み 

方法 3:メールによる申込み

み メールアドレス

chiikicom@hitoyoshi.kumamoto.jp 

件名に『相談会申込』と記入の上、メール本文に上

記内容をご記入ください 

 

電話番号  

０９６６－２２－２１１１    

市地域コミュニティ課（内線 1062） 

受付時間：平日 ８：３０～１７：１５ 


